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１．太陽光発電設備の接続済みおよび契約申込み済みの状況 

 平成２４年７月の固定価格買取制度の開始以降、当社管内においては、再生可能エネル
ギー(以下、再エネ)発電設備の導入が進んでおり、特に急速に普及拡大している太陽光発
電については、当社系統への接続済みおよび契約申込み済みの設備量が、本年８月末時点
で、約１９０万ｋＷとなっております。 

※上記のほか、当社より融通送電を行っている関西電力管内の淡路島南部において、接続済みおよび 
  契約申込み済みの太陽光発電設備が約１１万ｋＷあります。 
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契約申込み済み 

接続済み 

FIT施行(H24年7月) 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 

契約申込み済みも含めた設備量は、本年１月
以降、急増し、本年８月末までの８カ月間で
昨年末の９０万ｋＷから１８７万ｋＷに倍増
しております。 

また、上記に加え、接続検討中のものも４９
万ｋＷとなっています。 
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２．太陽光発電設備の設備認定の状況 

 また、四国における太陽光発電の設備認定量については、本年５月末現在で２４０万 

ｋＷとなっております。 

※ 上記のほか、ＦＩＴ制度開始以前の運開分が２３万ｋＷ程度あり、それを加えると 
  Ｈ２６．５末で２６３万ｋWとなります。 
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３．再エネ発電設備全体の導入状況 

 その他の再エネ発電設備の当社系統への接続済みおよび契約申込み済みの設備量につい
ては、本年８月末時点で、風力発電は３４万ｋＷ程度、バイオマス発電は７万ｋＷ程度、
小水力発電は０.２万ｋＷ程度となっております。 

 これらから、再エネ発電設備全体の導入状況としては以下のとおりとなっております。 

 
[万kW] 

※1 （ ）内は、淡路島南部分（太陽光；約１１万ｋＷ，風力;約４万ｋＷ）、接続検討中であるが契約申込みの 
  受付分（太陽光；約２４万ｋＷ）、および既に具体化している風力案件を含めた量です。 
※2 現時点で既に具体化している案件を含めると、概ね風力の受付量として設定している６０万ｋＷに達する見込みです。 
※3 自家発電設備等を活用した混焼設備は除いております。 
※4 ＦＩＴ制度開始以前の運開分（移行認定分）を含んでおります。 
 

太陽光 風力 バイオマス 小水力 合計 

接続済み+契約申込み済み 

[Ｈ２６年８月末現在] 
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  （２８９）※１ 

設備認定量※４ 

[Ｈ２６年５月末現在] 
２６３ １９ ８ ０.７ ２９０ 

３ 



All Rights Reserved©2014 YONDEN Shikoku Electric Power Co.,Inc.  

４．当社の需要の状況 

 一方、当社管内の需要については、以下のとおり、軽負荷期（休日１２時）では２５０
万ｋＷ程度であり、設備認定量（２９０万ｋＷ）ではすでにこれを上回るレベルとなって
おり、契約申込み済を含めた再エネ発電設備量（２２８万ｋＷ）でみても、早晩これを上
回ることが予想され、今後再エネ発電設備の大量導入に伴う調整力不足が懸念されます。 

Ｈ２６年 

軽負荷期 
ピーク 平日12時 休日12時 5月4日 12時 

需 要 ３６０万ｋＷ ３４０万ｋＷ ２４８万ｋＷ ２１８万ｋＷ 
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５．今後の対応について 

○再エネ発電設備からの電気の供給量は、気象条件等により出力が変化いたしま  
 すが、昨今の導入状況を踏まえると、自社発電設備等も加えた電気の供給量 
 が、当社の軽負荷期（休日）の需要を上回り、電気の安定供給に支障を生じる 
 おそれが出てまいりました。 

○このため当社は、今後、再エネ発電設備の接続可能量について、国における接 
 続可能量の考え方に関する検討状況も踏まえながら、自社発電設備等の運用方 
 法や導入拡大策などを早急に検討の上、結果を取りまとめたいと考えておりま 
 す。 

○つきましては、新たに契約申込みを受付する再エネ発電設備に関して、接続可 
 否についての回答を、上記検討結果を取りまとめるまでの間、一時的に保留さ  
 せていただくことといたしました。 
  （当社より融通送電を行っている関西電力管内の淡路島南部に接続する場合も含みます。） 

○ただし、住宅用など余剰買取となる１０ｋＷ未満の太陽光発電設備について 
 は、当面の間、回答の保留は行わず、従来どおりの取扱いを継続いたします。 

○当社といたしましては、今後とも、電力の安定供給に万全を期してまいります 
 ので、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。 
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（参考）再エネの導入拡大に向けた当社の取り組み 

・H20年1月 解列枠の募集 
  深夜などにおいて運転を一時的に中止して 
  いただくことを条件とすることで5万kW拡大 
 
・H24年6月 連系線活用枠の募集 
  四国から関西・中部へ電力を送電し四国の 
   調整力を増加させることで20万kW拡大 
 
・H25年6月 受付量の拡大 
  蓄積したデータの分析などにより、平滑化 
  効果の拡大等で15万kW拡大 

 ○風力連系拡大への対応 

  ・解列枠の設定や連系線の活用などにより、導入量の拡大をはかってまいりました。 

 ○バンク逆潮流への対応 

 

変電所数 バンク数 

対策実施個所※1 ４３ （２０％）※２ ６５ 

※1 契約申込み分の運開に合わせて、対策を実施する変電所数、バンク数 
※2 変電所数の（ ）内は全配電用変電所数に対する割合 

・平成２５年５月の「電力品質確保に係わる系統連系技術要件ガイドライン」改正により 
 可能となったバンク逆潮流の対策について、契約申込みに伴い順次実施しております。 

0

10

20

30

40

50

60

70

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

[万kW]

受付量

H25年6月

受付量の拡大

45→60万kW

H24年6月

連系線活用枠の募集

25→45万kWH20年1月

解列枠の募集

20→25万kW

60

20

[万kW][万kW]

45

25

６ 


